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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額の考え方について 

 

  新制度では、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業者は、市町村の定める利用者負担額を徴収することとされた。 

  市町村が定める利用者負担については、現行の幼稚園・保育所の利用者負担の水準を基に政令で定める額を限度として、世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して定めることとされた。（応能負担） 

 

１．現行の利用者負担について 

（１） 幼稚園保育料について 

○ 幼稚園の保育料は学校教育法第６条に基づく授業料であり、設置者が独自に金額を設定している。 

○ 市立幼稚園については、使用料として月額８，０００円の保育料を徴収している。 

○ 私立幼稚園については、２０，０００円から２００，０００円の入園料と、月額１８，０００円から３７，３００円の保育料を徴収している。 

○ 保護者の負担軽減を図るため、国基準に基づき、所得階層区分に応じた就園奨励助成金（市立幼稚園に関しては減免）が支給されている。 

○ 就園奨励事業に係る所得階層区分については、当該年度の市民税額をもとに決定する。 

○ 就園奨励事業において、多子世帯の負担軽減を図るため、小学校３年までの範囲において２人目以降の子どもが幼稚園を利用している場合、第２

子について半額、第３子以降について無償となっている。 

（２） 保育所保育料について 

○ 保育所の保育料は、市町村が家計に与える影響を考慮して設定する一部負担金である。 

○ 保育料の徴収は保育所の入所決定を行った市が行い、保育料は公立、私立及び他市のいずれの保育所に入所しても同じ額となる。 

○ 保育所運営に係る国庫負担金の精算基準として「徴収金基準額」が定められている。一方、入所児童１人当たりの運営費の月額単価（保育単価）

を限度として保育料を設定することとされており、高所得階層では「保育単価」が保育料になる。 

○ 所得階層区分については、前年分所得税額（年少扶養控除割り戻し後の額）をもとに決定することとされている。 

○ 多子軽減については、同一世帯から２人以上の就学前児童が保育所等を同時に利用している場合、第２子について半額、第３子以降について無償

とされている。 

○ 本市では所得階層区分について、国基準の８区分を細分化し、１２区分としている。 

○ 徴収額については、低所得世帯から高所得世帯まで全ての階層（生活保護世帯を除く）において、市単独で引き下げを行い、保護者の負担軽減を

図っている。 

○ 簡易保育施設については、保育所保育料より 2割を減額した額を施設が徴収している。 

 

 

２．新制度における利用者負担に関する国の考え方 

（１） 利用者負担に関して国が定める水準 

○ 教育標準時間認定（１号給付）を受ける子どもについては、入園料に毎月の保育料を加えた額の全国平均（月額２５，７００円）と、現行の幼稚園就

園奨励費の補助を受けた後の実質負担額を仮の額とした。 

○ 保育認定（２・３号給付）を受ける子どもについては、現行の保育所運営費による保育料設定を考慮した額を仮の額とした。 

○ 国が定める水準については、１号給付、２・３号給付それぞれにおいて、施設・事業の種類を問わず、同一の水準としている。 

○ 利用者負担に関して国が定める水準は、公定価格と同様、最終的に平成２７年度予算編成を経て決定する。 

（２） 所得階層の区分数について 

○ 教育標準時間認定を受ける子どもに係る利用者負担の所得階層の区分数は、現行の幼稚園の所得階層の区分数と同様に５区分とする。 

○ 保育認定を受ける子どもに係る利用者負担の所得階層の区分数は、現行の保育所の所得階層の区分数と同様に８区分とする。 

（３） 所得階層区分の決定方法及び算定方法について 

○ 新制度の利用者負担の所得階層の区分を決定するにあたっては、市町村民税額の所得割額を基に行う。 

○ 平成２２年度税制改正において、年少扶養控除及び１６～１８歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止が行われたが、保育所の保育料の決定

に当たっては、扶養控除の廃止に伴う保育料への影響を避けるため、扶養控除見直し前の旧税額を市町村において再計算し、扶養控除見直し前

の旧税額を基にして保育料を決定する取り扱いをしている。新制度の利用者負担の算定にあたっては、旧税額を再計算する方法ではなく、現行の

税額を基とする方法に改める。その際、改正の前後で極力中立的なものになるよう所得階層の区分に用いる税額を変更することとする。 

（４） 利用者負担の切り替え時期について 

○ ４月～８月は「前年度分の市町村民税額」により認定し、９月以降は「当年度分」により決定する。 

（５） 多子軽減の取扱いについて 

○ 現行の幼稚園・保育所における取り扱いと同様に、多子軽減を導入する。 

○ 平成２６年度予算における幼稚園就園奨励費の多子軽減措置の拡充の内容と整合性をとった形で実施する。 
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（６） 低所得世帯等の減免規定の取り扱い 

○ 保育所運営費では、所得税非課税世帯に該当する世帯の保育料について、その世帯が、母子世帯等に該当する場合に、減免規定を設けており、

新制度の利用者負担においても、教育標準時間認定・保育認定を受ける子どものいずれの場合についても、同様の配慮を求めることとする。 

（７） 実費徴収・上乗せ徴収の取扱いについて 

○ 実費徴収については、現在、幼稚園、保育所において行っているものについては、これまでと同様の整理とする。 

○ 上乗せ徴収については、教育・保育の質の向上に向けた取組等に必要であると各施設で判断する場合には、額や徴収理由をあらかじめ開示し、保

護者に説明・同意を得た上で、行うことを可能とする。 

（８） 幼稚園に関する経過措置 

○ 現在、市町村が定める利用者負担額よりも低い保育料を設定している幼稚園について、新制度への円滑な移行の観点から、一定の要件の下で経

過措置を講ずることとする。 

 

 

３．新制度における利用者負担に関する本市の考え方 

（１） 基本的な考え方 

○ 新制度への円滑な移行を図るため、保育料については、基本的に現行の利用者負担をベースに、改正前後で極力中立的なものになるように設定

する。 

○ 教育・保育施設と地域型保育事業との間で、さらには施設・事業の種別によって差を設けず、認定区分が同じであれば、すべての施設・事業を通じ

て同額に設定する。 

○ 利用者負担に関する国の考え方を基本とし、従前から市独自で取り組んできた負担軽減等（金額軽減及び階層の増）については引き続き実施して

いくこととする。 

（２） 教育標準時間認定を受けた子ども（１号子ども）の利用者負担額について 

○ 本市の１号子どもの利用者負担額については、国が示した階層及び額とし、国が定める「給付単価」を限度とする 

○ 本市が新たに設定する利用者負担金の額よりも、現在低い保育料を設定している幼稚園については、一定の要件の下で経過措置を講ずることとす

る。 

（３） 保育認定を受けた子ども（２号・３号子ども）の利用者負担額について 

○ 年齢区分については現行通り（３歳未満児、３歳児、４・５歳児）とする。 

○ 階層や保育料の設定にあたっては、現行の所得階層区分及び各階層の保育料を維持することを基本としながら、階層区分の決定を所得税額から

市民税所得割額に置き換える 

○ 階層区分を決定するための市民税所得割額の設定にあたっては、極力、国が示す利用者負担のイメージに合わせることとし、改正前後で極力中立

的なものになるように設定する。 

○ 次の点については見直しを図る。 

 現在、本市では設定していない国の第８階層（従来、所得税額７３４，０００円以上、新制度、市民税所得割額３９７，０００円以上）を新たに市の

第１３階層として設定する。 

 国が示す利用者負担のイメージに合わせると、階層ごとの利用者数が激変し、調定額が大幅に減ると見込まれるので、第３階層（国第３階層）

の市民税所得割額を国の想定する４８，６００円から２５，０００円とし、第１０階層（国第５階層）の市民税所得割額を国の想定する１６９，０００

円から１６４，０００円とする。 

○ 保育短時間認定の利用者負担金は、保育標準時間の利用者負担金の▲１．７％を基本として設定する。 
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４．１号認定を受けた子どもの利用者負担額（幼稚園、認定こども園の短時間部） 

Ａ．現行の幼稚園保育料 

 現行の幼稚園就園奨励費 

市助成額（国基準どおり） 保護者実質負担額（左の助成額を保育料※から差し引いたもの） 

階層区分 助成額 階層区分 保育料 

① 生活保護世帯 ２５，７００円 ① 生活保護世帯 ０円 

② 市町村民税非課税世帯（所得割非課税世帯含む） １６，６００円 ② 市町村民税非課税世帯（所得割非課税世帯含む） ９，１００円 

③ 市町村民税所得割課税額 ７７，１００円以下 ９，６００円 ③ 市町村民税所得割課税額 ７７，１００円以下 １６，１００円 

④ 市町村民税所得割課税額 ２１１，２００円以下 ５，２００円 ④ 市町村民税所得割課税額 ２１１，２００円以下 ２０，５００円 

⑤ 市町村民税所得割課税額 ２１１，２０１円以上 ０円 ⑤ 市町村民税所得割課税額 ２１１，２０１円以上 ２５，７００円 

※表右欄の保育料とは幼稚園保育料の全国平均額２５，７００円 

 

Ｂ．国の改正イメージ 

 幼稚園保育料の全国平均額２５，７００円から就園奨励費を助成した後の保育料額とする。 

現行 保護者実質負担額 新制度 教育認定を受けた子どもの利用者負担イメージ 

階層区分 保育料 階層区分 保育料 

① 生活保護世帯 ０円 ① 生活保護世帯 ０円 

② 市町村民税非課税世帯 （所得割非課税世帯含む） ９，１００円 ② 市町村民税非課税世帯 （所得割非課税世帯含む） ９，１００円 

③ 所得割課税額 ７７，１００円以下 １６，１００円 ③ 所得割課税額 ７７，１００円以下 １６，１００円 

④ 所得割課税額 ２１１，２００円以下 ２０，５００円 ④ 所得割課税額 ２１１，２００円以下 ２０，５００円 

⑤ 所得割課税額 ２１１，２０１円以上 ２５，７００円 ⑤ 所得割課税額 ２１１，２０１円以上 ２５，７００円 

給付単価を限度とする。 

 

５．２・３号認定を受けた子どもの利用者負担額（保育所、認定こども園の長時間部、特定地域型保育事業） 

Ａ．現行の保育所保育料 

 本市の保育料は国の保育所徴収金（保育料）基準額のおよそ７０％で設定している。 

保育所徴収金（保育料）基準額表 （国基準） 本市の保育料表 

階層区分 ３歳未満児 ３歳以上児 階層区分 ０～２歳児 ３歳児 ４・５歳児 

① 生活保護世帯 ０円 ０円 ① 生活保護世帯 ０円 ０円 ０円 

② 市町村民税非課税世帯 ９，０００円 ６，０００円 ② 市町村民税非課税世帯 ２，５００円 １，５００円 １，５００円 

③ 市町村民税課税世帯 １９，５００円 １６，５００円 
③ 市町村民税均等割のみの世帯 ８，５００円 ６，０００円 ６，０００円 

④ 市町村民税課税世帯 ９，５００円 ７，０００円 ７，０００円 

④ 所得税額  ４０，０００円未満 ３０，０００円 ２７，０００円 

⑤ 所得税額    １，０００円未満 １５，５００円 １２，０００円 １２，０００円 

⑥ 所得税額  ２０，０００円未満 １６，５００円 １３，０００円 １３，０００円 

⑦ 所得税額  ３０，０００円未満 ２０，０００円 １７，５００円 １７，５００円 

⑧ 所得税額  ４０，０００円未満 ２５，５００円 １９，４００円 １８，０００円 

⑤ 所得税額 １０３，０００円未満 ４４，５００円 ４１，５００円 
⑨ 所得税額  ８０，０００円未満 ３７，０００円 ２６，８００円 ２４，７００円 

⑩ 所得税額 １０３，０００円未満 ４０，０００円 ２７，４００円 ２５，０００円 

⑥ 所得税額 ４１３，０００円未満 ６１，０００円 ５８，０００円 ⑪ 所得税額 ４１３，０００円未満 ５１，０００円 ２９，６００円 ２５，３００円 

⑦ 所得税額 ７３４，０００円未満 ８０，０００円 ７７，０００円 
⑫ 所得税額４１３，０００円以上 ５３，０００円 ２９，６００円 ２５，３００円 

⑧ 所得税額 ７３４，０００円以上 １０４，０００円 １０１，０００円 

国保育単価を限度とする 

 

Ｂ．国の改正イメージ 

 保育料額は変えずに、階層区分を所得税に等しいと考えられる市民税所得割に置き換え 

現行 保育所徴収金（保育料）基準額表 新制度 保育認定を受けた子どもの利用者負担イメージ 

階層区分 ３歳未満児 ３歳以上児 階層区分 
３歳未満児 ３歳以上児 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

①生活保護世帯 ０円 ０円 ①生活保護世帯 ０円 ０円 ０円 ０円 

②市町村民税非課税世帯 ９，０００円 ６，０００円 ②市町村民税非課税世帯 ９，０００円 ９，０００円 ６，０００円 ６，０００円 

③市町村民税課税世帯 １９，５００円 １６，５００円 ③所得割課税額 48,600円未満 １９，５００円 １９，３００円 １６，５００円 １６，３００円 

④所得税額 40,000円未満 ３０，０００円 ２７，０００円 ④所得割課税額 97,000円未満 ３０，０００円 ２９，６００円 ２７，０００円 ２６，６００円 

⑤所得税額 103,000円未満 ４４，５００円 ４１，５００円 ⑤所得割課税額 169,000 円未満 ４４，５００円 ４３，９００円 ４１，５００円 ４０，９００円 

⑥所得税額 413,000円未満 ６１，０００円 ５８，０００円 ⑥所得割課税額 301,000 円未満 ６１，０００円 ６０，１００円 ５８，０００円 ５７，１００円 

⑦所得税額 734,000円未満 ８０，０００円 ７７，０００円 ⑦所得割課税額 397,000 円未満 ８０，０００円 ７８，８００円 ７７，０００円 ７５，８００円 

⑧所得税額 734,000円以上 １０４，０００円 １０１，０００円 ⑧所得割課税額 397,000 円以上 １０４，０００円 １０２，４００円 １０１，０００円 ９９，４００円 

 


